


　コロナ禍で、失業や生活の困窮・孤立する人々が増えている中で、命を守り支え合う仕事と居場所が求め
られています。身近な地域で気軽に相談ができ、安心できる居場所。そして「困りごと」や「やってみたい」、「もっ
たいない（空き家や休耕地など）」を持ち寄って、一人ひとりの願いを大切に受け取り合い、協同労働を生
かして、仕事おこしの種を力をあわせて実らせていく「みんなのおうち」を、一緒につくりませんか。
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【応援】

あなたの地域に「みんなのおうち」をつくりませんか

労働者協同組合法の目的（第一条）

　「この法律は、各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就労する機会が必ずしも十分に
確保されていない現状等を踏まえ、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、及
び組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織に関し、設立、管理その他必要な事項を定めるこ
と等により、多様な就労の機会を創出することを促進するとともに、当該組織を通じて地域における多様な需
要に応じた事業が行われることを促進し、もって持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的と
する。」

〈協同労働〉

ポール deウォーク

【連携】

「こんなこと、あんなことしたい」をみんなで話し合う

「まちづくり講座」の開催から！

みんなのおうちはどうしたらできるの？

お問合せください！

森のようちえん
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